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「
大
熊
溪
雲
の
碑
」
に
つ
い
て

整
理
番
号

題
額

題
額
揮
毫

碑
記
撰
文

碑
記
揮
毫

浦
和
○
二

大
熊
溪
雲
居
士
之
碑

熾
仁
親
王

中
村
正
直

巌
谷
修

鐫
刻

撰
文
建
碑
年

住
所

場
所

備
考

広
群
鶴

一
八
四
一
・
明
治
四
頃

浦
和
区
岸
町

調
公
園

一
．
は
じ
め
に

本
石
碑
は
、
幕
末
明
治
期
の
儒
者
に
し
て
手
習
所
師
匠
で
あ
っ
た
大
熊
溪
雲
の
頌
徳
碑
で
あ
る
。

溪
雲
は
、
足
立
郡
大
間
木
の
生
ま
れ
で
、
次
男
で
あ
っ
た
の
で
石
井
家
の
養
子
と
な
っ
た
が
、
幼
主
の

本
家
の
大
熊
家
を
よ
く
助
け
た
。
数
学
に
す
ぐ
れ
た
と
い
う
が
、
読
書
人
と
し
て
も
名
が
あ
り
、
多
く
の

門
弟
を
抱
え
た
。
明
治
維
新
後
は
、
発
足
し
て
間
も
な
い
浦
和
県
に
勤
務
し
た
が
、
ま
も
な
く
病
を
得
て

辞
任
、
病
没
し
た
。

大
熊
は
、
中
央
政
界
で
活
躍
し
た
よ
う
な
人
物
で
は
な
く
、
県
庁
に
お
い
て
も
ど
の
程
度
の
職
位
に
あ

っ
て
、
ど
う
い
う
功
績
が
あ
っ
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
題
額
の
揮
毫
は
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
で

あ
り
、
碑
文
の
撰
文
は
中
村
敬
宇
、
揮
毫
は
巖
谷
修
と
、
若
手
と
は
言
え
当
時
の
一
級
の
文
化
人
た
ち
で

あ
る
。
碑
文
中
に
「
間
島
浦
和
縣
知
事
賻
以
金
若
干
圓
（
間
島
浦
和
県
知
事
が
建
碑
の
資
金
と
し
て
若
干

を
提
供
し
た
）
」
と
あ
る
が
、
「
若
干
を
提
供
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
県
を
あ
げ
て
職
員
で
あ
っ

た
大
熊
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
本
碑
は
、
撰
文
や
建
碑
の
日
時
を
記
さ
な
い
。
し
か
し
碑
文
中
に
「
間
島
浦
和
縣
知
事
云
々
」

と
の
記
載
が
あ
る
。
浦
和
県
が
旧
大
宮
県
か
ら
改
称
し
て
誕
生
し
た
の
が
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
九

月
で
、
同
四
（
一
八
七
一
）
年
十
一
月
に
は
埼
玉
県
へ
と
発
展
的
解
消
し
て
い
る
。
間
島
冬
道
は
、
明
治

二
年
当
初
か
ら
埼
玉
県
改
称
前
ま
で
知
事
を
つ
と
め
た
。
大
熊
の
死
は
明
治
三
（
一
八
七
○
）
年
四
月
で

あ
り
、
間
島
浦
和
県
知
事
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
鑑
み
る
と
、
中
村
の
碑
文
撰
文
及
び
建
碑
は
、
明
治

三
年
か
翌
四
年
の
間
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

石
碑
は
、
正
方
形
を
く
ず
し
た
か
た
ち
の
板
状
。
正
面
に
題
額
と
碑
記
が
印
さ
れ
、
背
面
に
は
、
「
捐

貲
姓
名
」
と
し
て
、
大
熊
正
名
、

福
島
耕
助
、
石
関
利
左
衛
門
ら
、
十
名
の
名
前
を
印
す
。
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＊
石
碑
写
真
（
正
面
）

（
剥
落
部
分
の
一
部
）

（
背
面
下
部
）
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二
．
翻
刻
並
に
訳
注

＊
注
意
：
本
石
碑
に
つ
い
て
、
過
去
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
に
は
欠
字
は
見
ら
れ
な
い
が
、
現
在
の
石
碑
本

体
は
、
表
面
に
か
な
り
の
剥
落
が
見
ら
れ
、
原
文
を
直
接
確
認
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。
欠
落
部
分
に
つ

い
て
は
、
過
去
の
翻
刻
を
参
照
し
た
。

■
翻
刻

◎
題
額

大
熊

谿
雲

居
士

之
碑

◎
碑
記

大
熊
溪
雲
居
士
之
碑

中
邨
正
直
譔
文

君
諱
載
字
大
塊
姓
大
熊
氏
通
稱
直
右
衞
門
号
伸
齋
又
號
溪

雲
生
于
武
藏
國
足
立
郡
大
間
木
邨
父
曰
五
郎
右
衞
門
君
其

苐
二
子
也
出
嗣
石
井
氏
生
一
女
嫁
子
大
熊
正
名
正
名
者
君

兄
元

之
子
也
會
元
吉
歾
正
名
尚
幼
君
輔
之
治
家
事
司
會

計
人
稱
其
精
勤
朙
治
二
年
出
仕
浦
和
縣
縣
係
新
置
事
務
百

端
區
畫
經
理
漸
就
其
緒
君
与
有
力
焉
亡
幾
致
仕
翌
年
四
月

十
九
日
羅
病
歾
享
年
五
十
四
葬
于
先
塋
之
次
謚
曰
洗
善
堂

至
德
溪
雲
居
士
君

嗜
丹
青
善
幾
何
學
及
長
豪
放
不
羈
漫

游
四
方
既
而
折
節
讀
書
學
駸
駸
進
受
業
者
陸
續
填
門
㝡
邃

於
經
多
發
前
人
所
未
發
暇
則
寄
興
毫
楮
以
自
娯
扁
其
室
曰

盤
礴
窩
君
姿
貌
敦
樸
天
性
慈
良
好
救
人
窮
其
歿
也
遠
近
莫

不
痛
惜
間
島
浦
和
縣
知
事
賻
以
金
若
干
圓
大
熊
正
名
福
嶋

畊
助
及
門
人
立
碑
於
浦
和
驛
公
園
屬
余
作
銘
曰

當
家
事

隊
者
興

任
民
務

利
者
増

學
惟
實

用
故
弘

垂
儀
範

示
雲
仍

陸
軍
大
將
兼
議
長
二
品
大
勛
位
親
王
熾
仁
題
額

太
政
官
大
書
記
官
從
五
位
巖
谷
修
書
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廣
群
鶴
鐫

●
異
体
字
な
ど

○
譔

撰
。

○
苐

荑
（
め
ば
え
）
の
異
体
字
だ
が
、
こ
こ
は
「
第
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
え
て
こ
の
字
を
用

い
た
の
か
。

○
朙

明
。

○
歾

刎
（
く
び
を
は
ね
る
）
の
異
体
字
だ
が
、
こ
こ
は
「
歿
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

幼
。

○
㝡

最
。

○
勛

勲
。

■
訳
注

●
本
文
（
い
わ
ゆ
る
旧
字
体
と
し
、
一
行
毎
に
改
行
し
た
）

大
熊
溪
雲
居
士
之
碑

中
村
正
直
撰
文
。

君
諱
載
、
字
大
塊
、
姓
大
熊
氏
、
通
稱
直
右
衞
門
、
號
伸
齋
、
又
號
溪
雲
。

生
于
武
藏
國
足
立
郡
大
間
木
村
。

父
曰
、
五
郎
右
衞
門
、
君
其
第
二
子
也
。

出
嗣
石
井
氏
、
生
一
女
。
嫁
子
大
熊
正
名
。

正
名
者
、
君
兄
元
吉
之
子
也
。

會
元
吉
歿
、
正
名
尚
幼
。

君
輔
之
、
治
家
事
、
司
會
計
。

人
稱
其
精
勤
。

明
治
二
年
、
出
仕
浦
和
縣
。

縣
係
新
置
、
事
務
百
端
、
區
畫
經
理
、
漸
就
其
緒
。

君
與
有
力
焉
。

亡
幾
、
致
仕
。

翌
年
四
月
十
九
日
、
羅
病
歾
。

享
年
五
十
四
。

葬
于
先
塋
之
次
、
謚
曰
洗
善
堂
。

至
德
溪
雲
居
士
、
君
幼
嗜
丹
青
、
善
幾
何
學
。

及
長
、
豪
放
不
羈
、
漫
游
四
方
。

既
而
折
節
讀
書
、
學
駸
駸
進
。

受
業
者
、
陸
續
填
門
。
最
邃
於
經
、
多
發
前
人
所
未
發
。

暇
則
寄
興
毫
楮
、
以
自
娯
。

扁
其
室
曰
盤
礴
窩
。

君
姿
貌
敦
樸
、
天
性
慈
良
、
好
救
人
窮
。

其
歿
也
、
遠
近
莫
不
痛
惜
間
島
。

浦
和
縣
知
事
賻
以
金
若
干
圓
、
大
熊
正
名
福
嶋
畊
助
及
門
人
、
立
碑
於
浦
和
驛
公
園
。

屬
余
作
銘
。
曰

當
家
事

隊
者
興
。

任
民
務

利
者
増
。
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學
惟
實

用
故
弘
。

垂
儀
範

示
雲
仍
。

陸
軍
大
將
兼
議
長
二
品
大
勲
位
親
王
熾
仁
題
額

太
政
官
大
書
記
官
從
五
位
巖
谷
修
書

廣
群
鶴
鐫

●
訓
訳

大
熊
溪
雲
居
士
の
碑
。

中
村
正
直
撰
文
。

君
諱
は
載
、
字
は
大
塊
、
姓
は
大
熊
氏
、
通
稱
直
右
衞
門
な
り
。
伸
齋
と
號
し
、
又
た
溪
雲
と
號
す
。

武
藏
國
足
立
郡
大
間
木
村
に
生
ま
る
。

父
は
五
郎
右
衞
門
と
曰
ひ
、
君
は
其
の
第
二
子
な
り
。

出
で
て
石
井
氏
を
嗣
ぎ
、
一
女
を
生
む
。
子
を
大
熊
正
名
に
嫁
す
。

正
名
は
、
君
の
兄
元
吉
の
子
な
り
。

會
々
元
吉
歿
し
、
正
名
尚
ほ
幼
し
。

君
之
を
輔
け
、
家
事
を
治
め
、
會
計
を
司
る
。

人
、
其
の
精
勤
を
稱
す
。

明
治
二
年
、
浦
和
縣
に
出
仕
す
。

縣
は
新
た
に
置
く
に
係
り
、
事
務
百
端
、
區
畫
經
理
、
漸
く
其
の
緒
に
就
く
。

君
與
り
て
力
有
り
。

幾

亡
く
し
て
、
致
仕
す
。

い
く
ば
く

な

翌
年
四
月
十
九
日
、
病
に
羅
り
て
歿
す
。

享
年
五
十
四
な
り
。

先
塋
の
次
に
葬
ら
る
、
謚
し
て
洗
善
堂
至
德
溪
雲
居
士
と
曰
ふ
。

君
は
幼
く
し
て
丹
青
を
嗜
む
。
幾
何
の
學
に
善
し
。

長
ず
る
に
及
び
、
豪
放
不
羈
に
し
て
、
四
方
を
漫
游
す
。

既
に
し
て
折
節
讀
書
し
、
學
駸
駸
と
し
て
進
む
。

業
を
受
く
る
者
、
陸
續
と
し
て
門
を
填
む
。

最
も
經
に
邃
く
し
て
、
多
く
前
人
の
未
だ
發
せ
ざ
る
所
を
發
す
。

ふ
か

暇
あ
れ
ば
則
ち
興
を
毫
楮
に
寄
せ
、
以
て
自
ら
娯
む
。

其
室
に
扁
し
て
盤
礴
窩
と
曰
ふ
。

君
姿
貌
は
敦
樸
に
し
て
、
天
性
慈
良
、
好
く
人
の
窮
を
救
ふ
。

其
の
歿
す
る
や
、
遠
近
と
な
く
痛
惜
せ
ざ
る
は
莫
し
。

間
島
浦
和
縣
知
事
、
賻
す
る
に
金
若
干
圓
を
以
て
し
、
大
熊
正
名
福
嶋
畊
助
及
び
門
人
、
碑
を
浦
和
驛
公

園
に
立
て
ん
と
し
、
余
に
屬
し
て
銘
を
作
ら
し
む
。

曰
く
、

家
の
事
に
當
れ
ば

隊
る
者
興
る
。

お
つ

民
の
務
に
任
ず
れ
ば

利
す
る
者
増
す
。

學
は
惟
れ
實
に
し
て

用
は
故
よ
り
弘
し
。

も
と

儀
範
を
垂
れ

雲
仍
を
示
す
。

陸
軍
大
將
兼
議
長
二
品
大
勛
位
親
王
熾
仁
題
額
す
。
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太
政
官
大
書
記
官
從
五
位
巖
谷
修
書
す
。

廣
群
鶴
鐫
す
。

●
人
物

○
中
村
正
直

天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
か
ら
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
。
字
は
敬
輔
、
号
は
敬
宇
。

江
戸
幕
府
同
心
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
昌
平
坂
学
問
所
寄
宿
寮
に
入
り
、

佐
藤
一
斎
に
儒
学
を
、
箕
作
圭
吾
に
英
語
を
習
う
。
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
幕
府
御
用
儒
者
と
な
り
、

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
に
留
学
生
を
率
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
る
。
同
四
（
一
八
六
八
）
年
に
帰
国
し
、

大
蔵
省
翻
訳
局
や
東
京
大
学
に
任
官
し
た
。
同
六
（
一
八
七
三
）
年
に
は
、
福
沢
諭
吉
、
森
有
礼
ら
と
明

六
社
を
設
立
。
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
活
躍
し
た
。
訳
書
に
『
西
国
立
志
編
』
な
ど
が
あ
る
。
中
村
の
漢
詩

文
集
は
、
松
村
操
纂
輯
編
『
敬
宇
先
生
詩
文
偶
抄
』
（
思
誠
堂
、
一
八
八
一
年
）
で
あ
る
が
、
本
碑
文
は

未
収
録
。
本
石
碑
の
建
立
を
明
治
四
年
と
す
る
と
、
中
村
は
、
四
十
歳
。

○
間
島
浦
和
県
知
事

間
島
冬
道
。
文
政
十
（
一
八
二
七
）
年
か
ら
明
治
二
十
三
（
一
八
九
○
）
。
尾
張

藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
国
学
を
学
び
、
和
歌
を
詠
ん
だ
。
明
治
維
新
後
新
政
府
に
任
官
し
、
大
宮

（
浦
和
・
埼
玉
）
県
知
事
、
名
古
屋
県
参
事
、
宇
和
島
県
権
令
な
ど
を
歴
任
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年

に
は
職
を
辞
し
、
歌
人
と
し
て
の
活
動
を
中
心
と
す
る
。
同
十
九
（
一
八
八
六
）
年
に
は
、
句
内
容
御
歌

所
寄
人
と
な
り
、
明
治
六
歌
仙
の
一
人
と
称
さ
れ
た
。
本
石
碑
の
建
碑
は
、
四
十
五
歳
の
と
き
。

○
福
嶋
畊
助

不
詳
。

○
親
王
熾
仁

有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
。
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
か
ら
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
。
有

栖
川
宮
家
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
に
親
王
と
な
り
熾
仁
と
称
し
た
。
慶

応
三
（
一
八
六
七
）
年
の
王
政
復
古
で
は
、
最
高
職
の
総
裁
と
な
り
、
戊
辰
戦
争
で
は
東
征
大
総
督
と
し

て
、
薩
長
連
合
軍
を
「
朝
廷
」
の
軍
隊
と
し
て
飾
り
立
て
た
。
本
石
碑
の
揮
毫
は
、
三
十
七
歳
の
と
き
。

○
巖
谷
修

天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
か
ら
明
治
三
八
（
一
九
○
五
）
年
。
字
は
一
六
、
号
は
呑
澤
山
人

他
。
家
は
代
々
、
近
江
水
口
藩
侍
医
。
十
六
歳
で
江
戸
へ
出
て
、
医
学
を
学
び
、
帰
藩
後
侍
医
と
な
る
。

明
治
維
新
後
は
内
閣
書
記
官
な
ど
を
つ
と
め
、
元
老
院
議
員
・
貴
族
院
議
員
と
政
治
家
と
し
て
も
活
躍
し

た
。
漢
学
・
絵
画
な
ど
に
も
す
ぐ
れ
た
が
、
書
家
と
し
て
も
第
一
級
で
あ
っ
た
。
本
石
碑
の
揮
毫
は
、
三

十
八
歳
。
近
代
児
童
文
学
の
開
祖
で
あ
る
巖
谷
小
波
は
、
修
の
三
男
。

○
廣
群
鶴

正
式
に
は
廣
瀬
群
鶴
。
碑
銘
字
彫
師
の
名
称
だ
が
、
む
し
ろ
彼
を
頭
領
と
す
る
石
工
工
房
の

名
称
と
す
る
の
が
実
態
に
あ
う
だ
ろ
う
。
江
戸
後
期
か
ら
昭
和
ま
で
九
代
続
い
た
。
東
京
を
中
心
に
数
多

く
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
幕
末
期
に
は
、
「
小
笠
原
新
は
り
の
記
」
や
「
八
丈
島
西
山
卜
神
記
碑
」

な
ど
、
政
治
的
・
歴
史
的
に
重
要
な
碑
文
の
雋
刻
も
手
が
け
て
い
る
。
埼
玉
県
に
も
本
碑
以
外
に
少
な
く

な
い
。

●
注

○
大
塊

大
地
。「
荘
子
」
斉
物
論
に
「
夫
大
塊
噫
氣
（
あ
く
び
、
ま
た
ゲ
ッ
プ
）
其
名
爲
風
」
と
あ
る
。

○
大
間
木

現
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
大
間
木
。

○
家
事

家
庭
の
用
事
、
一
家
の
私
事
。

○
會
計

金
銭
や
物
品
の
出
納
の
管
理
。

○
精
勤

も
の
ご
と
に
集
中
し
て
励
む
さ
ま
。

○
明
治
二
年

一
八
九
六
年
。

○
浦
和
縣

明
治
維
新
後
、
武
蔵
国
に
武
蔵
県
が
設
置
さ
れ
幕
府
領
を
統
括
し
た
。
同
二
（
一
八
六
九
）



- 7 -

年
一
月
に
大
宮
県
が
設
置
さ
れ
、
東
京
府
馬
喰
町
に
県
庁
を
置
い
て
主
に
東
京
西
北
郊
外
を
管
轄
し
た
。

同
年
九
月
に
は
県
庁
を
浦
和
宿
に
移
転
し
、
浦
和
県
に
改
称
。
同
四
（
一
八
七
一
）
年
十
一
月
に
岩
槻
県

・
忍
県
と
合
併
し
て
、
埼
玉
県
と
な
る
。
当
時
の
県
北
部
は
入
間
県
（
県
庁
所
在
地
川
越
）
で
、
同
六
（
一

八
七
三
）
年
に
群
馬
県
と
統
合
し
て
熊
谷
県
（
県
庁
所
在
地
熊
谷
）
と
な
る
。
同
九
（
一
八
七
六
）
年
に
、

旧
入
間
県
域
が
埼
玉
県
と
統
合
さ
れ
、
現
在
の
埼
玉
県
と
な
る
。
群
馬
県
域
の
残
り
の
部
分
が
群
馬
県

○
百
端

い
ろ
い
ろ
の
端
緒
。
百
事
は
百
端
の
事
務
。

○
區
畫

手
配
処
理
。
く
ぎ
る
こ
と
。

○
經
理

治
め
整
え
る
。

○
君
與
有
力

大
熊
の
学
問
と
し
て
「
善
幾
何
學
」
と
あ
っ
た
。
算
数
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
、
近
代
官

吏
と
し
て
の
強
み
で
あ
り
、
重
宝
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
激
務
で
あ
り
、
心
身
を
む
し
ば

む
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

○
翌
年

明
治
三
（
一
八
九
七
）
年
。

○
先
塋
之
次

先
塋
は
、
先
祖
の
墓
域
。
次
は
、
ほ
と
り
。

○
丹
青

丹
砂
と
青
雘
と
い
う
染
料
で
、
絵
画
の
こ
と
。
あ
る
い
は
丹
冊
（
朱
書
き
文
書
）
と
青
史
（
歴

史
書
）
で
書
物
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
前
者
だ
ろ
う
。

○
幾
何
學

算
数
の
学
。

○
豪
放

奔
放
で
小
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
さ
ま
。

○
不
羈

羈
は
、
つ
な
ぐ
、
拘
束
さ
れ
る
。
不
羈
で
、
礼
義
や
何
事
に
も
束
縛
さ
れ
ず
奔
放
な
こ
と
。

○
折
節

そ
れ
ま
で
の
主
義
主
張
、
行
動
を
変
え
る
。

○
駸
駸

馬
が
速
く
走
る
さ
ま
。
非
常
に
速
い
さ
ま
。

○
陸
續

疊
韻
。
絶
え
間
な
く
続
く
さ
ま
。

○
邃

学
問
に
深
く
通
じ
て
い
る
。

○
經

経
学
。
儒
教
経
典
解
釈
学
。
し
か
し
、
大
熊
の
経
書
の
注
釈
書
な
ど
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

○
發

ひ
ら
く
、
明
ら
か
に
す
る
。

○
毫
楮

毫
は
筆
、
楮
は
紙
を
意
味
す
る
。
書
道
、
ま
た
絵
画
。
小
島
熙
（
『
浦
和
の
今
昔
物
語
』
）
に

よ
れ
ば
、
大
熊
の
手
に
な
る
絵
画
や
図
面
が
、
三
室
の
石
関
家
、
大
間
木
の
仲
田
家
・
鈴
木
家
な
ど
に
数

多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

○
扁

門
戸
の
上
部
に
文
字
を
書
く
こ
と
、
ま
た
文
字
を
書
い
た
額
を
か
ざ
る
こ
と
、
そ
の
額
。

○
盤
礴
窩

盤
は
、
槃
と
も
。
た
め
ら
う
、
た
ち
ど
ま
る
。
礴
は
、
ぶ
つ
か
る
。
だ
が
、
盤
礴
で
、
う
ず

く
ま
る
、
足
を
投
げ
出
し
て
座
る
さ
ま
。
窩
は
、
窪
地
。
転
じ
て
隠
れ
家
、
隠
居
所
。
「
荘
子
」
田
子
方

に
、
宋
の
元
君
が
絵
画
を
制
作
さ
せ
た
と
き
の
逸
話
を
引
く
。
集
ま
っ
て
き
た
画
工
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、

画
札
を
受
け
取
る
と
、
所
定
の
位
置
に
つ
き
、
絵
画
の
構
想
を
練
り
始
め
た
。
す
る
と
一
人
の
画
工
が
ふ

ら
り
と
立
ち
寄
り
、
画
札
を
受
け
取
る
と
所
定
の
位
置
に
つ
き
も
せ
ず
、
急
ぐ
様
子
も
な
く
そ
の
ま
ま
宿

舎
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
元
君
が
人
に
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
と
、
そ
の
画
工
は
、
衣
を
脱
い
で

「
盤
槃
（
足
を
投
げ
出
し
て
座
り
）
」
し
て
裸
だ
っ
た
。
元
君
は
「
こ
れ
こ
そ
本
物
の
画
家
だ
」
と
言
っ

た
と
い
う
。
こ
の
逸
話
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
「
こ
の
画
家
に
対
す
る
賛
辞
は
、
真
に
創
造
的
な
精

神
が
、形
式
に
拘
束
さ
れ
な
い
自
然
の
ま
ま
の
赤
裸
々
な
人
間
性
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」

（
福
永
／
興
善
訳
『
荘
子
外
篇
』
）
。
「
盤
礴
窩
」
と
い
う
書
斎
の
号
は
、
足
を
投
げ
出
し
て
自
由
な
心
持

ち
に
な
る
場
所
、
あ
る
い
は
裸
の
、
真
の
自
分
に
な
れ
る
場
所
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
打
算
や
こ
と
さ
ら

な
人
為
か
ら
離
れ
、
真
の
創
造
的
精
神
で
絵
画
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
大
熊
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
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○
敦
樸

人
情
が
あ
つ
く
、
飾
り
気
が
な
い
こ
と
。

○
慈
良

熟
語
は
な
い
が
慈
愛
に
満
ち
て
い
て
善
良
と
い
う
こ
と
か
。

○
賻

葬
儀
を
助
け
る
た
め
に
金
品
を
贈
る
こ
と
。

○
浦
和
驛
公
園

浦
和
公
園
（
今
の
調
公
園
）
だ
ろ
う
。

○
銘

碑
文
の
中
の
、
末
尾
に
賦
さ
れ
た
韻
文
。
そ
れ
ま
で
の
散
文
の
記
を
象
徴
的
抽
象
的
に
要
約
し
た

も
の
が
多
い
。
四
字
句
が
多
い
が
、
こ
の
中
村
の
作
品
は
三
字
句
。「
興
」「
増
」「
弘
」「
仍
」
が
押
韻
。

○
隊

墜
に
同
じ
。
落
ち
る
。

○
民
務

人
民
と
し
て
の
つ
と
め
。
こ
こ
で
は
県
の
官
吏
と
し
て
の
仕
事
で
あ
ろ
う
。

○
儀
範

礼
義
の
模
範
。
礼
の
手
本
。
示

○
雲
仍

遠
い
子
孫
。
こ
こ
で
は
直
接
の
子
孫
だ
け
で
は
な
く
、
浦
和
な
ど
の
他
の
人
々
の
子
孫
も
含
め

て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

●
口
語
訳

大
熊
溪
雲
居
士
の
碑
。

中
村
正
直
の
撰
文
。

【
大
熊
溪
雲
君
の
経
歴
】

君
諱
は
載
、
字
は
大
塊
、
姓
は
大
熊
氏
、
通
称
は
直
右
衞
門
で
あ
る
。
伸
斎
と
号
し
、
又
た
渓
雲
と
も

号
し
た
。

武
蔵
の
国
、
足
立
郡
の
大
間
木
村
に
生
ま
れ
る
。

父
は
五
郎
右
衞
門
と
言
い
、
君
は
そ
の
次
男
で
あ
る
。

【
養
子
縁
組
み
と
本
家
の
補
佐
】

次
男
で
あ
っ
た
君
は
、
大
熊
家
を
出
で
て
石
井
氏
の
養
子
と
な
り
そ
の
あ
と
を
嗣
ぎ
、
一
女
を
生
ん
だ
。

そ
の
子
を
大
熊
正
名
に
嫁
が
せ
た
。
正
名
と
は
、
君
の
兄
、
長
男
の
大
熊
元
吉
の
子
息
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
そ
の
長
男
元
吉
が
没
し
た
と
き
、
本
家
跡
取
り
の
正
名
は
ま
だ
幼
か
っ
た
。

そ
こ
で
君
は
正
名
を
輔
助
し
、
家
の
事
柄
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
代
行
し
、
家
の
会
計
に
つ
い
て
も
こ
れ

を
司
っ
た
。

人
々
は
、
君
が
本
家
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
称
賛
し
て
い
た
。

【
浦
和
県
へ
の
出
仕
と
致
仕
】

明
治
二
年
、
浦
和
県
が
新
設
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
任
官
し
た
。

県
庁
は
新
た
に
開
設
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
務
業
務
が
極
め
て
多
端
で
あ
り
、
事
業
を

治
め
整
え
る
こ
と
も
、
や
っ
と
そ
の
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
県
庁
の
多
難
な
船
出
に
あ
た
っ
て
、
君
は
大
い
に
関
与
し
て
貢
献
し
た
。

し
か
し
、
ま
も
な
く
辞
職
し
た
。

【
逝
去
】

そ
し
て
翌
年
の
四
月
十
九
日
、
病
に
よ
り
没
し
た
。
享
年
五
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

先
祖
の
墓
に
続
い
て
葬
ら
れ
た
。

諡
（
戒
名
）
を
「
洗
善
堂
至
德
溪
雲
居
士
」
と
言
っ
た
。

【
君
の
性
格
と
学
問
、
高
い
人
望
】

君
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
絵
を
描
く
の
が
好
き
で
、
そ
の
一
方
算
術
を
得
意
と
し
た
。

成
長
す
る
や
、
物
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
、
自
由
奔
放
な
振
る
舞
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ち
ら
こ
ち
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ら
四
方
を
漫
游
し
、
広
い
交
友
関
係
を
持
っ
た
。

そ
れ
が
、
や
が
て
性
格
が
落
ち
着
い
て
き
て
、
読
書
に
励
む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
学
問
は
ぐ
ん
ぐ
ん
伸

張
し
た
。

そ
の
君
に
「
学
業
を
受
け
た
い
」
と
門
を
た
た
く
も
の
が
続
々
と
続
き
、
門
を
埋
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

君
の
学
問
は
、
最
も
儒
教
の
経
学
に
通
じ
て
い
て
、
先
人
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
し
ば
し
ば
明

ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
余
暇
に
は
、
興
に
乗
っ
て
は
、
筆
と
紙
を
手
に
取
っ
て
絵
画
を
描
き
、
自
ら
の
楽
し
み
と
す
る

の
で
あ
っ
た
。

自
分
の
書
斎
を
、
「
盤
礴
窩
（
自
由
な
精
神
の
隠
れ
家
）」
と
号
し
て
い
た
。

君
の
姿
、
立
ち
居
振
る
舞
い
は
、
人
情
に
厚
く
、
飾
り
気
が
な
く
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
慈
愛
と
善
良
さ

に
満
ち
あ
ふ
れ
て
お
り
、
人
が
困
っ
て
い
る
と
き
は
必
ず
手
を
さ
し
の
べ
て
助
け
る
の
で
あ
っ
た
。

君
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
遠
近
と
な
く
多
く
の
人
々
が
そ
の
死
を
惜
し
ん
だ
。

【
建
碑
の
企
て
】

間
島
浦
和
県
知
事
が
、
君
の
た
め
に
、
金
若
干
を
供
養
と
し
て
贈
っ
て
き
た
。
義
弟
で
本
家
跡
継
ぎ
の

大
熊
正
名
と
、
福
嶋
畊
助
や
門
人
達
が
、
石
碑
を
浦
和
駅
公
園
に
建
て
た
い
と
し
、
不
肖
私
中
村
正
直
に

銘
文
を
請
う
て
き
た
。（
そ
こ
で
こ
れ
に
応
え
て
、
碑
記
と
銘
文
を
撰
述
し
た
）

【
銘
】

銘
文
、

家
の
事
に
あ
た
っ
て
は
、
傾
い
て
い
た
家
を
復
興
さ
せ
た
。

民
政
を
担
当
す
れ
ば
、
人
民
で
利
益
を
得
た
も
の
が
増
え
た
。

そ
の
学
問
は
堅
実
な
も
の
で
、
そ
の
仕
事
は
も
と
よ
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
。

君
の
生
き
方
、
成
果
と
い
う
も
の
は
、
お
手
本
と
し
て
末
永
く
子
孫
達
や
、
浦
和
の
人
々
に
も
伝
え
続

け
ら
れ
る
の
は
間
違
い
が
な
い
だ
ろ
う
。

【
記
録
】

陸
軍
大
將
兼
議
長
二
品
大
勲
位
の
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
が
、
題
額
を
揮
毫
し
た
。

太
政
官
大
書
記
官
從
五
位
の
巌
谷
修
が
、
碑
記
を
揮
毫
し
た
。

廣
瀬
群
鶴
が
、
鐫
刻
し
た
。

三
．
主
な
参
考
資
料

①
翻
刻

・
埼
玉
県
教
育
委
員
会
『
埼
玉
県
教
育
史
金
石
文
集

上
・
下
』
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
八
）

・
浦
和
市
郷
土
文
化
会
編
『
浦
和
の
石
ぶ
み
』（
浦
和
市
郷
土
文
化
会
、
一
九
八
七
）

②
論
文
な
ど

・
小
島
熙
『
浦
和
の
今
昔
物
語
』
（
草
土
社
、
一
九
六
七
）

・
加
藤
勝
丕
「
御
碑
銘
彫
刻
師
広
群
鶴
の
こ
と
」
『M

useum

』
（
五
四
七
号
、
国
立
東
京
博
物
館
、
一
九

九
七
）
、
同
「
石
工
再
考

江
戸
の
石
匠

廣
群
鶴

歴
代
御
碑
銘
彫
刻
師
」
『
日
本
の
石
仏
』(

一
○
五
号)

二
○
○
三
年
春
）

・
村
山
吉
廣
「
名
匠
石
工
廣
群
鶴
伝
」『
中
国
古
典
研
究
』（
第
四
十
四
号
、
一
九
九
九
）」

・
福
永
光
司
／
興
善
宏
訳
『
荘
子

外
篇
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
○
一
三
）
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以
上

二
○
二
三
年
七
月

薄
井
俊
二
訳
す


